
 
 
 
 
 
  

年金制度改正法に伴い、協会けんぽに加入している非常勤職員等の方、また「被用者保険適用拡

大（裏面参照）」により国民健康保険や親族の健康保険被扶養から新たに健康保険に加入すること

になる非常勤職員等の方は、令和４年 10 月１日から、横浜市職員共済組合の組合員として、短期

給付(保険証、高額療養費等)・福祉事業が適用されることとなります。 

 

 

裏面Ｑ＆Ａもご参照ください 

協会けんぽ等から共済組合になります 

令和４年 10 月 1 日以降も横浜市役所で働く予定の方

 

適用日     令和４年 10 月 1 日 から  

対象者    ○会計年度任用職員パートタイム(※２)・特別職非常勤 

（裏面の被保険者加入要件に満たない者を除く） 
  
○会計年度任用職員フルタイム(任用から 12 月以内) 

○再任用短時間 
  

（※１）国民健康保険の方、親族の健康保険被扶養者の方も、被保険者の加

入要件を満たした場合は新たに健康保険（共済組合）加入すること

になります。 

（※２）学校勤務の会計年度任用職員パートタイムは公立学校共済加入です。 
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協会けんぽ等(※１)に加入中の非常勤職員等の皆様 

令和４年 10月１日 から 

健康保険が変わります 

非常勤職員等の職員共済組合の加入について 

 



■短時間勤務職員の被用者保険の適用拡大(被保険者の加入要件) 

 

■お問い合わせ 

■よくある質問 

■共済短期組合員の適用される給付・事業 

 

 

 

 

 

Ｑ.健康保険の変更のために、共済へ申請は必要ですか？ 

Ａ.本人の共済組合加入や協会けんぽ等の保険証の返却のお手続は 

各所属からご案内します。お知らせするまでお待ちください。 

Ｑ.現在、家族が私の健康保険の扶養に入っています。申請が必要ですか？ 

Ａ.被扶養者は必ず申請が必要です。これまで扶養に入っていても、 

審査によっては認定されない可能性があります。 

扶養の申請手続については、各所属を通じて３月頃ご連絡いたします。 

お知らせするまでお待ちください。   
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組合員加入要件          担当 職員共済課 

  組合証・被扶養者・各種手当金   担当 医療福祉課 
 

※ 現在の健康保険の喪失手続等、今後の手続きについては、各所属からご連絡い

たします。お知らせがあるまでお待ちください。至急の確認を要する場合は、

各区局共済担当課（総務課・職員課）を通じてお問い合わせください。 

 

 

Ｑ.年金はどうなりますか？ 

Ａ.年金は引き続き厚生年金保険（日本年金機構）です。これまでと変わりません。 
 


